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1. 使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ） 

1.1 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機

能維持の設計方針に基づき，使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）が設計用地震力に対

して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。 

使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）は，重大事故等対処設備においては常設重大事

故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造

強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

1.2 一般事項 

計算書における保養か方針，適用基準，記号の説明及び計算精度と数値の丸め方は，添付書

類「Ⅴ-2-1-13-9 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づく。

1.2.1 構造計画 

使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）の構造計画を表 1－1に示す。 
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表 1－1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

監視カメラは，カメ

ラ取付ボルトによりカ

メラ取付治具に固定さ

れ，カメラ取付治具

は，溶接により監視カ

メラスタンションに固

定される。 

監視カメラスタンシ

ョンは，壁に基礎ボル

トで設置する。 

監視カメラ  

2
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カメラ取付ボルト

上面
側面

基礎ボルト

（ケミカルアンカ）

監視カメラ

監視カメラスタンション

壁

壁

カメラ取付治具

（単位：mm）

250

2063

250
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1.3 固有周期 

1.3.1 固有周期の算出方法

使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）の固有周期の計算方法を以下に示す。 

(1) 使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）は，図 1－1に示す壁面固定の１質点系振

動モデルとして考える。 

(2) 監視カメラスタンションは，鋼材で原子炉建屋壁面に固定されているため，計算モデル

では，監視カメラスタンションは直線とみなし，支持点（監視カメラスタンション基礎部）

１点で固定されるものとする。 

(3) 監視カメラ及び監視カメラスタンションの質量は，質点に集中するものとし，質点は監

視カメラ設置位置に設定する。 

(4) 図 1－1 中の  は検出器及び監視カメラスタンションの質点， は監視カメラスタン

ションの支持点，  は監視カメラスタンションを示す。 

1.3.1.1 水平方向（Ｘ方向，Ｚ方向） 

(1) Ｘ方向に対する固有周期は次式で求める。 

         Ｔ＝2・π        ・      ＋ 

(2) Ｚ方向は十分な剛性を有していることから，固有周期の計算を省略する。

図 1－1 固有周期の計算モデル 

1.3.1.2 鉛直方向（Ｙ方向） 

   Ｙ方向に対する固有周期を 1.3.1.1.1 式で求める。 

ｈ３ｍ

3・E・Ｉ 

ｈ 

As・G 1000 
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Ｙ

ＺＸ

ｈ２

ｍ

質点

支持点
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1.3.2 固有周期の計算条件

固有周期の計算に用いる数値を表 1－2に示す。 

表 1－2 固有周期の計算条件 

項目 記号 単位 数値等 

監視カメラ及び監視カメラスタンションの質量 ｍ kg 

取付面から重心までの距離（壁掛形） ｈ mm 

監視カメラスタンション材質 － － 

縦弾性係数 Ｅ MPa 

断面二次モーメント Ｉ mm4 

最小有効せん断断面積 Ａｓ mm2 

せん断弾性係数 Ｇ MPa 

監視カメラスタンションの断面形状（mm） 

1.3.3 固有周期の計算結果

固有周期の計算の結果から，水平方向のＸ方向は 0.043 秒，鉛直方向は 0.043 秒であり

剛であることを確認した。また，水平方向のＺ方向は十分な剛性を有していることから，固

有周期の計算を省略した。

固有周期の計算結果を表 1－3に示す。 

表 1－3 固有周期（s） 

水平方向 鉛直方向 

ａ
 

ｂ

c

250×250×9 

（ａ×ｂ×ｃ） 

N
T
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1.4 構造強度評価

1.4.1 構造強度評価方法 

使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）の構造は壁掛形機器スタンションである

ため，構造強度評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-9 計器スタンションの耐震性についての

計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき評価する。 

1.4.2 荷重の組合せ及び許容応力 

1.4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）の荷重の組合せ及び許容応力状態のう

ち，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 1－4に示す。 

1.4.2.2 許容応力 

使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）の許容応力を表 1－5に示す。 

1.4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）の使用材料の許容応力評価条件のう

ち，重大事故等対処設備としての評価に用いるものを表 1－6に示す。
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表 1－4 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

核燃料物質の 

取扱施設及び 

貯蔵施設

その他

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（監視カメラ） 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ

ⅤＡＳ 

（ＶＡＳとしてⅣＡＳ 

の許容限界を用 

いる。） 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 6
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表 1－5 許容応力（重大事故等その他の支持構造物） 

許容応力状態 

許容限界＊1，＊2

（ボルト等） 

一次応力 

引張り せん断 

ⅣＡＳ 

1.5・ｆｔ 1.5・ｆｓⅤＡＳ
(ⅤＡＳとしてⅣＡＳの 

許容限界を用いる。) 

注記 ＊1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 

＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。 

表 1－6 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備） 

評価部材 材料 
温度条件 

（℃） 

Ｓｙ

(MPa) 

Ｓｕ

(MPa)

Ｓｙ(ＲＴ) 

(MPa)

基礎ボルト 周囲環境温度 673 759 － 

NT2 補③ Ⅴ-2-4-4-1 R1 

7
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1.5 機能維持評価 

1.5.1 電気的機能維持評価方法 

使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）の電気的機能維持評価について，以下に示

す。 

電気的機能維持評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-9 計器スタンションの耐震性について

の計算書作成の基本方針」に記載の評価方法に基づき評価する。 

使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）の機能確認済加速度には，同形式の監視カ

メラ本体の単体の正弦波加振試験において，電気的機能の健全性を確認した評価部位の加

速度を適用する。 

機能確認済加速度を表 1－7に示す。 

表 1－7 機能確認済加速度 （×9.8 m/s2） 

評価部位 方向 機能確認済加速度 

監視カメラ本体 

水平 

鉛直 

N
T
2
 
補
③
 Ⅴ

-
2
-4
-
4
-1
 
R
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1.6 評価結果 

1.6.1 重大事故等対処設備としての評価結果 

使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐

震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分

な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。 

(1) 構造強度評価結果 

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。 

(2) 機能維持評価結果 

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。 
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【使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ）の耐震性についての計算結果】 

1. 重大事故等対処設備 

1.1 設計条件 

機  器  名  称 設備分類 
据付場所及び床面高さ 

（m） 

固有周期(s) 弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ
周囲環境温度 

（℃） 水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 
設計震度 

鉛直方向 
設計震度 

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（監視カメラ） 

常設／防止 

常設／緩和 

原子炉建屋 

－ － ＣＨ＝2.09 ＣＶ＝1.77 

1.2 機器要目 

1.2.1 使用済燃料プール監視カメラ（監視カメラ） 

部  材 
ｍ 
(kg) 

ｈ 
(mm) 

3

(mm) 
ａ

(mm) 
ｂ

(mm) 
Ａｂ

(mm2) 
ｎ ｎｆＶ ｎｆＨ

基礎ボルト 2 2 

部  材 
Ｓｙ

(MPa) 
Ｓｕ

(MPa) 
Ｆ 

(MPa) 
Ｆ 

(MPa) 

転倒方向 

弾性設計用地震動 
Ｓｄ又は静的震度 

基準地震動 
Ｓｓ

基礎ボルト 673 759 － 422 － 水平方向 

1.3 計算数値 

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部   材 

Ｆｂ Ｑｂ

弾性設計用地震動 
Ｓｄ又は静的震度 

基準地震動Ｓｓ
弾性設計用地震動 
Ｓｄ又は静的震度 

基準地震動Ｓｓ

基礎ボルト 

1
0
 

注記 ＊：基準床レベルを示す。 

NT2 補③ Ⅴ-2-4-4-1 R1 

＊



1.4 結 論

1.4.1 ボルトの応力  (単位：MPa) 

部  材 材  料 応 力 
弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ

算出応力＊1 許容応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト 
引張り － － σｂ＝153 ƒｔｓ＝318＊

せん断 － － τｂ＝11 ƒｓｂ＝245

すべて許容応力以下である。 注記 ＊： ｔｓ＝Min[1.4・ ｔｏ－1.6・τｂ，  ｔｏ]より算出 

1.4.2 電気的機能維持の評価結果 (×9.8 m/s2) 

評価用加速度 機能確認済加速度 

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（監視カメラ）

水平方向 1.74 

鉛直方向 1.47 

評価用加速度（1.0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。 

ａ

（水平方向） （鉛直方向）

壁

ａ

ｈ

3ｂ

3

壁

（ケミカルアンカ）

基礎ボルト

転倒方向

（ケミカルアンカ）

基礎ボルト

ｈ

3ｂ ｂ

1
1
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2. 使用済燃料プール監視カメラ（制御盤） 

2.1 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機

能維持の設計方針に基づき，使用済燃料プール監視カメラ（制御盤）が設計用地震力に対して

十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。 

使用済燃料プール監視カメラ（制御盤）は，重大事故等対処設備においては常設重大事故防

止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度

評価及び電気的機能維持評価を示す。 

2.2 一般事項 

計算書における保養か方針，適用基準，記号の説明及び計算精度と数値の丸め方は，添付書

類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づく。

2.2.1 構造計画 

使用済燃料プール監視カメラ（制御盤）の構造計画を表 2－1 に示す。 
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表 2－1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

制御盤は，壁に基礎

ボルトで設置する。 

壁掛型  

1
3
 

NT2 補③ Ⅴ-2-4-4-1 R1 

側面

制御盤 正面

基礎ボルト

（ケミカルアンカ）

壁

上面

壁

2000

880
350

（単位：mm）
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2.3 固有周期

  振動試験装置により固有振動数（共振周波数）を測定する。測定の結果，剛であることを確

認した。固有周期を表 2－2に示す。 

表 2－2 固有周期 

水平方向 鉛直方向 

2.4 構造強度評価 

2.4.1 構造強度評価方法 

使用済燃料プール監視カメラ（制御盤）の構造は壁掛型であるため，構造強度評価は，

添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計

算方法に基づき評価する。 

2.4.2 荷重の組合せ及び許容応力 

2.4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

使用済燃料プール監視カメラ（制御盤）の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち，

重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 2－3に示す。 

2.4.2.2 許容応力 

使用済燃料プール監視カメラ（制御盤）の許容応力を表 2－4に示す。 

2.4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

使用済燃料プール監視カメラ（制御盤）の使用材料の許容応力評価条件のうち，重大

事故等対処設備の評価に用いるものを表 2－5に示す。 

N
T
2
 
補
③
 Ⅴ

-
2
-4
-
4
-1
 
R
1



表 2－3 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

核燃料物質の 

取扱施設及び 

貯蔵施設 

その他 

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（制御盤） 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ

ⅤＡＳ 

（ＶＡＳとしてⅣＡＳ 

の許容限界を用 

いる。） 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 

1
5
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表 2－4 許容応力（重大事故等その他の支持構造物） 

許容応力状態 

許容限界＊1，＊2

（ボルト等） 

一次応力 

引張り せん断 

ⅣＡＳ 

1.5・ｆｔ 1.5・ｆｓⅤＡＳ
(ⅤＡＳとしてⅣＡＳの 

許容限界を用いる。) 

注記 ＊1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 

＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。 

表 2－5 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備） 

評価部材 材料 
温度条件 

（℃） 

Ｓｙ

(MPa) 

Ｓｕ

(MPa)

Ｓｙ(ＲＴ) 

(MPa)

基礎ボルト 周囲環境温度 205 520 － 

NT2 補③ Ⅴ-2-4-4-1 R1 

1
6
 

＊ ＊
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2.5 機能維持評価 

2.5.1 電気的機能維持評価方法 

使用済燃料プール監視カメラ（制御盤）の電気的機能維持評価について，以下に示す。 

電気的機能維持評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の

基本方針」に記載の評価方法に基づき評価する。 

使用済燃料プール監視カメラ（制御盤）の機能確認済加速度には，同形式の制御盤の単

体の正弦波加振試験において，電気的機能の健全性を確認した評価部位の加速度を適用す

る。 

機能確認済加速度を表 2－6に示す。 

表 2－6 機能確認済加速度      （×9.8 m/s2） 

評価部位 方向 機能確認済加速度 

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（制御盤）

水平 

鉛直 

N
T
2
 
補
③
 Ⅴ

-
2
-4
-
4
-1
 
R
1
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2.6 評価結果 

2.6.1 重大事故等対処設備としての評価結果 

使用済燃料プール監視カメラ（制御盤）の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評

価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構

造強度及び電気的機能を有していることを確認した。 

(1) 構造強度評価結果 

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。 

(2) 機能維持評価結果 

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。 

N
T
2
 
補
③
 Ⅴ

-
2
-4
-
4
-1
 
R
1



【使用済燃料プール監視カメラ（制御盤）の耐震性についての計算結果】 

1. 重大事故等対処設備 

1.1 設計条件 

機  器  名  称 設備分類 
据付場所及び床面高さ 

（m） 

固有周期(s) 弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ
周囲環境温度 

（℃） 水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 
設計震度 

鉛直方向 
設計震度 

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（制御盤） 

常設／防止 

常設／緩和 

原子炉建屋 中央制御室 

－ － ＣＨ＝1.55 ＣＶ＝1.17 

1.2 機器要目 

 1.2.1 使用済燃料プール監視カメラ（制御盤） 

部  材 
ｍi

(kg) 
ｈi

(mm) 
1i

(mm) 
2i 

(mm) 
3i

(mm) 
Ａbi

(mm2) 
ｎi ｎｆＶi ｎｆＨi

基礎ボルト 

（i＝1） 
2 6 

部  材 

Ｓｙi

(MPa) 

Ｓｕi

(MPa) 

Ｆi

(MPa) 

Ｆi

(MPa) 

転倒方向 

弾性設計用 

地震動Ｓd又 

は静的震度 

基準地震動 

Ｓｓ

基礎ボルト 

（i＝1） 
205 520 － 246 － 鉛直方向 

(ケミカルアンカ)

ｈ

転倒方向

（水平方向） （鉛直方向）

基礎ボルト

壁

壁

1
i

2
i

3i

注記  ＊1：基準床レベルを示す。 

1
9
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1.3 計算数値 

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部   材 

Ｆｂi Ｑｂi

弾性設計用 

地震動Ｓｄ又は 
静的震度 

基準地震動Ｓｓ

弾性設計用 

地震動Ｓｄ又は 
静的震度 

基準地震動Ｓｓ

基礎ボルト 

（i＝1） 

1.4 結 論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa) 

部  材 材  料 応 力 
弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト 

引張り － － σｂ＝7 ƒｔｓ＝147＊

せん断 － － τｂ＝4 ƒｓｂ＝113

すべて許容応力以下である。 注記 ＊： ｔｓ＝Min[1.4・ ｔｏ－1.6・τｂ，  ｔｏ]より算出 

1.4.2 電気的機能維持の評価結果 (×9.8 m/s2) 

評価用加速度 機能確認済加速度 

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（制御盤） 

水平方向 1.29 

鉛直方向 0.98 

評価用加速度（1.0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。 

2
0
 

NT2 補③ Ⅴ-2-4-4-1 R1 
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3. 使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱） 

3.1 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機

能維持の設計方針に基づき，使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱）が設計用地震力に対

して十分な構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。 

使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱）は，重大事故等対処設備においては常設重大事

故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造

強度評価及び電気的機能維持評価を示す。 

3.2 一般事項 

計算書における保養か方針，適用基準，記号の説明及び計算精度と数値の丸め方は，添付書

類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づく。

3.2.1 構造計画 

使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱）の構造計画を表 3－1に示す。 

N
T
2
 
補
③
 Ⅴ

-
2
-4
-
4
-1
 
R
1



表 3－1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

機器収納箱は，壁に

基礎ボルトで設置す

る。 

壁掛型  

2
2
 

NT2 補③ Ⅴ-2-4-4-1 R1 

側面

機器収納箱

上面

基礎ボルト

（ケミカルアンカ）

壁

壁

正面

（単位：mm）

480

320

200
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3.3 固有周期

  振動試験装置により固有振動数（共振周波数）を測定する。測定の結果，剛であることを確

認した。固有周期を表 3－2に示す。 

表 3－2 固有周期 

水平方向 鉛直方向 

3.4 構造強度評価 

3.4.1 構造強度評価方法 

使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱）の構造は壁掛型であるため，構造強度評価

は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐

震計算方法に基づき評価する。 

3.4.2 荷重の組合せ及び許容応力 

3.4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱）の荷重の組合せ及び許容応力状態のう

ち，重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3－3に示す。 

3.4.2.2 許容応力 

使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱）の許容応力を表 3－4に示す。 

3.4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱）の使用材料の許容応力評価条件のう

ち，重大事故等対処設備としての評価に用いるものを表 3－5に示す。 

N
T
2
 
補
③
 Ⅴ

-
2
-4
-
4
-1
 
R
1



表 3－3 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備） 

施設区分 機器名称 設備分類＊1 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

核燃料物質の 

取扱施設及び 

貯蔵施設 

その他 

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（機器収納箱） 

常設／防止 

常設／緩和 
－＊2

Ｄ＋ＰＤ＋ＭＤ＋Ｓｓ
＊3 ⅣＡＳ 

Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ

ⅤＡＳ 

（ＶＡＳとしてⅣＡＳ 

の許容限界を用 

いる。） 

注記 ＊1：「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

＊2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

＊3：「Ｄ＋ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ＋Ｓｓ」の評価に包絡されるため，評価結果の記載を省略する。 

2
4
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表 3－4 許容応力（重大事故等その他の支持構造物） 

許容応力状態 

許容限界＊1，＊2

（ボルト等） 

一次応力 

引張り せん断 

ⅣＡＳ 

1.5・ｆｔ 1.5・ｆｓⅤＡＳ
(ⅤＡＳとしてⅣＡＳの 

許容限界を用いる。) 

注記 ＊1：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 

＊2：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。 

表 3－5 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備） 

評価部材 材料 
温度条件 

（℃） 

Ｓｙ

(MPa) 

Ｓｕ

(MPa)

Ｓｙ(ＲＴ) 

(MPa)

基礎ボルト 周囲環境温度 205 520 － 

NT2 補③ Ⅴ-2-4-4-1 R1 

2
5
 

＊ ＊
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3.5 機能維持評価 

3.5.1 電気的機能維持評価方法 

使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱）の電気的機能維持評価について，以下に示

す。 

電気的機能維持評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-7 盤の耐震性についての計算書作成の

基本方針」に記載の評価方法に基づき評価する。 

使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱）の機能確認済加速度には，同形式の機器収

納箱の単体の正弦波加振試験において，電気的機能の健全性を確認した評価部位の加速度

を適用する。 

機能確認済加速度を表 3－6に示す。 

表 3－6 機能確認済加速度 （×9.8 m/s2） 

評価部位 方向 機能確認済加速度 

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（機器収納箱） 

水平 

鉛直 

N
T
2
 
補
③
 Ⅴ

-
2
-4
-
4
-1
 
R
1
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3.6 評価結果 

3.6.1 重大事故等対処設備としての評価結果 

使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱）の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐

震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分

な構造強度及び電気的機能を有していることを確認した。 

(1) 構造強度評価結果 

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。 

(2) 機能維持評価結果 

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。 

N
T
2
 
補
③
 Ⅴ

-
2
-4
-
4
-1
 
R
1



【使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱）の耐震性についての計算結果】 

1. 重大事故等対処設備 

1.1 設計条件 

機  器  名  称 設備分類 
据付場所及び床面高さ 

（m） 

固有周期(s) 弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ
周囲環境温度 

（℃） 水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 
設計震度 

鉛直方向 
設計震度 

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（機器収納箱） 

常設／防止 

常設／緩和 

原子炉建屋 

0.05 以下 0.05 以下 － － ＣＨ＝1.55 ＣＶ＝1.17 

1.2 機器要目 

1.2.1 使用済燃料プール監視カメラ（機器収納箱） 

部  材 
ｍ 
(kg) 

ｈ 
(mm) 

1ｉ

(mm) 
2ｉ 

(mm) 
3ｉ

(mm) 
Ａbｉ

(mm2) 
ｎｉ ｎｆＶｉ ｎｆＨｉ

基礎ボルト 

(ｉ＝1) 
2 2 

部  材 

Ｓｙｉ

(MPa) 

Ｓｕｉ

(MPa) 

Ｆｉ

(MPa) 

Ｆｉ

(MPa) 

転倒方向 

弾性設計用 

地震動Ｓd又 

は静的震度 

基準地震動 

Ｓｓ

基礎ボルト 

(ｉ＝1) 
205 520 － 246 － 鉛直方向 

ｈ

転倒方向

水平方向 鉛直方向

基礎ボルト

（ケミカルアンカ）

壁

壁

3i

2
i

1
i

注記  ＊:基準レベルを示す。 

2
8
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1.3 計算数値 

1.3.1 ボルトに作用する力 （単位：N)

部   材 

Ｆｂｉ Ｑｂｉ

弾性設計用 

地震動Ｓｄ又は 
静的震度 

基準地震動Ｓｓ

弾性設計用 

地震動Ｓｄ又は 
静的震度 

基準地震動Ｓｓ

基礎ボルト 

(ｉ＝1) 

1.4 結 論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa) 

部  材 材  料 応 力 

弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的震度 基準地震動Ｓｓ

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト 

引張り － － σｂ＝5 ƒｔｓ＝147＊

せん断 － － τｂ＝4 ƒｓｂ＝113

すべて許容応力以下である。 注記 ＊： ｔｓ＝Min[1.4・ ｔｏ－1.6・τｂ，  ｔｏ]より算出 

1.4.2 電気的機能の評価結果 （×9.8 m/s2) 

評価用加速度 機能確認済加速度 

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（機器収納箱） 

水平方向 1.29 

鉛直方向 0.98 

評価用加速度（1.0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。 

2
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4. 使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）  

4.1 概要

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計

方針に基づき，使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）が設計用地震力に対して十分な電

気的機能を有していることを説明するものである。 

使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）は，重大事故等対処設備においては常設重大事

故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての電気

的機能維持評価を示す。 

4.2 一般事項 

4.2.1 構造計画 

使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）の構造計画を表 4－1に示す。 

N
T
2
 
補
③
 Ⅴ

-
2
-4
-
4
-1
 
R
1



表 4－1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

表示モニタは，ベル

トにより取付治具に固

定され，取付治具は，

剛構造の机に取付ボル

トで設置する。 

表示モニタ  

3
1
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側面

表示モニタ

正面

取付治具

取付ボルト

ベルト

机

（単位：mm）

440

644 318
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4.2.2 評価方針 

使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）の機能維持評価は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機

能維持の基本方針 4.2 電気的機能維持」にて設定した電気的機能維持の方針に基づき，

地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速度以下であることを，「4.4 機能維持評価」

にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「4.5 評価結果」に示す。 

使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）の耐震評価フローを図 4－1に示す。 

図 4－1使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）の耐震評価フロー 

4.2.3 適用基準 

適用基準等を以下に示す。 

(1) 原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編  ＪＥＡＧ４６０１・補

－1984，ＪＥＡＧ４６０１－1987及びＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版）（日本電気協会 

電気技術基準調査委員会 昭和59年9月，昭和62年8月及び平成3年6月） 

4.3 評価部位 

 使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）は，建屋床に取り付けられた机に固定されるこ

とから，原子炉建屋が支持している。原子炉建屋の構造強度評価は添付書類「Ⅴ-2-2-2 原子

炉建屋の耐震性についての計算書」にて実施しているため，本計算書では，設置する建屋の地

震応答解析結果を用いた使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）の電気的機能維持評価に

ついて示す。 

 使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）の耐震評価部位については，表 4－1の概略構

造図に示す。 

N
T
2
 
補
③
 Ⅴ

-
2
-4
-
4
-1
 
R
1

設計用地震力 

評価用加速度の算出 

機器の電気的機能維持評価 
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4.4 機能維持評価 

4.4.1 電気的機能維持評価方法 

使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）は原子炉建屋に直接取り付けられた机に設

置されることから，評価用加速度は，「基準地震動Ｓｓ」による地震力として添付書類

「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。評価用加速度を表 4－2

に示す。 

表 4－2 評価用加速度 （×9.8m/s2)

機器名称 
対象機器設置箇所 

（m） 
方向 評価用加速度 

使用済燃料プール監視カメラ 

（表示モニタ） 

原子炉建屋 水平 1.11 

鉛直 0.84 

注記 ＊：基準床レベルを示す。 
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4.4.2 機能確認済加速度

使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）の機能確認済加速度については以下に示

す。 

機能確認済加速度は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき，監視モニ

タ単体の加振試験において，電気的機能の健全性を確認した評価部位の加速度を適用す

る。機能確認済加速度を表 4－3に示す。 

表 4－3 機能確認済加速度 （×9.8 m/s2）

評価部位 方向 機能確認済加速度 

表示モニタ 

水平 

鉛直 

N
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4.5 評価結果 

4.5.1 重大事故等対処設備としての評価結果 

 使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐

震評価結果を以下に示す。評価用加速度は機能確認済加速度以下であり，設計用地震力に

対して電気的機能が維持されていることを確認した。 

(1) 機能維持評価結果 

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。 

N
T
2
 
補
③
 Ⅴ

-
2
-4
-
4
-1
 
R
1



【使用済燃料プール監視カメラ（表示モニタ）の耐震性についての計算結果】 

1. 重大事故等対処設備

1.1 電気的機能維持の評価結果 

（×9.8 m/s2） 

評価用加速度 機能確認済加速度 

使用済燃料プール 

監視カメラ 

（表示モニタ） 

水平方向 1.11 

鉛直方向 0.84 

評価用加速度（1.0ZPA）はすべて機能確認済加速度以下である。 
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